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原
爆
症
認
定
却
下
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
一
九
六
九
年
の
桑
原
原
爆
訴
訟
を
発
端
と
し
、
本
年
五
月
二
十
八
日
の
東
京
高
裁
判
決
ま
で
の
原
爆
症
認
定
却
下

処
分
取
消
訴
訟
に
お
い
て
二
勝
二
十
六
敗
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

�

原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
と
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

（
�
）

憲
法
第
十
一
条
で
「
国
民
の
基
本
的
人
権
の
享
有
」
、
第
十
三
条
で
「
個
人
の
尊
重
と
生
命
・
自
由
・
幸
福
追
求

の
権
利
」
を
定
め
て
い
る
。
原
爆
を
投
下
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
六
十
三
年
を
経
て
い
る
が
、
病
を
抱
え
た
高
齢
の
原

爆
被
爆
者
ら
に
よ
る
認
定
却
下
取
り
消
し
を
求
め
る
訴
訟
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
が
、
憲
法
が
保
障
す
る
国

民
の
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
軽
視
あ
る
い
は
無
視
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
九
五
五
年
に
提
訴
さ
れ
た
東
京
原
爆
裁
判
で
は
、
一
九
六
三
年
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
原
告
ら
の
訴
え

は
退
け
た
も
の
の
、
立
法
府
と
行
政
府
に
対
し
て
原
爆
被
爆
者
の
十
分
な
救
済
を
求
め
て
い
る
。
以
来
四
十
五
年
、

政
府
は
ど
の
よ
う
な
考
え
に
立
っ
て
原
爆
被
爆
者
の
救
済
を
行
っ
て
き
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



（
�
）

原
爆
被
爆
者
の
救
済
は
、
一
九
五
七
年
の
原
爆
医
療
法
に
始
ま
り
、
一
九
六
八
年
の
被
爆
者
特
別
措
置
法
、
並
び

に
一
九
九
四
年
の
原
爆
被
爆
者
援
護
法
に
よ
っ
て
、
放
射
能
災
害
の
特
殊
性
か
ら
、
他
の
戦
災
者
よ
り
も
手
厚
い
援

護
対
策
が
と
ら
れ
て
き
た
。
「
被
爆
者
援
護
法
」
は
前
文
に
お
い
て
「
国
の
責
任
に
お
い
て
、
原
子
爆
弾
の
投
下
の

結
果
と
し
て
生
じ
た
放
射
能
に
起
因
す
る
健
康
被
害
が
他
の
戦
争
被
害
と
は
異
な
る
特
殊
の
被
害
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
高
齢
化
の
進
行
し
て
い
る
被
爆
者
に
対
す
る
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
わ
た
る
総
合
的
な
援
護
対
策
を
講

じ
」
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

政
府
が
、
原
爆
症
認
定
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
、
一
九
七
六
年
以
来
十
八
連
敗
を
喫
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
裁

判
を
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
に
よ
る
司
法
の
軽
視
な
い
し
は
無
視
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

各
裁
判
に
お
け
る
被
告
・
厚
生
労
働
省
の
敗
訴
理
由
と
認
定
の
根
拠
に
つ
い
て

（
�
）

二
〇
〇
〇
年
七
月
の
長
崎
原
爆
松
谷
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
、
政
府
の
原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、

原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



（
�
）

二
〇
〇
〇
年
十
一
月
の
小
西
京
都
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
で
、
政
府
の
原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
た
が
、
政
府
は
上
告
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

（
�
）

二
〇
〇
五
年
三
月
の
東
数
男
東
京
訴
訟
東
京
高
裁
判
決
で
、
原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

が
、
政
府
は
上
告
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

二
〇
〇
八
年
五
月
の
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
仙
台
高
裁
判
決
で
、
原
告
二
名
の
原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
が
、
政
府
は
上
告
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

二
〇
〇
八
年
五
月
の
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
で
、
原
告
九
名
の
原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
が
、
政
府
は
上
告
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に

三



さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

な
お
、
Ｘ
�
か
ら
Ｘ
�
ま
で
の
九
名
の
原
告
ら
の
爆
心
地
か
ら
の
距
離
と
推
定
最
大
被
曝
線
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約

一
・
五
キ
ロ－

〇
・
九
九
グ
レ
イ
、
約
三
・
三
キ
ロ－

ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
、
二
〜
三
キ
ロ－

〇
・
〇
二
グ
レ
イ
、
一
・

八
〜
一
・
九
キ
ロ－

〇
・
一
五
グ
レ
イ
、
約
二
キ
ロ
弱－

〇
・
〇
七
グ
レ
イ
、
約
一
・
九
キ
ロ－

〇
・
〇
七
グ
レ

イ
、
入
市
被
爆
者－
〇
・
〇
八
グ
レ
イ
、
入
市
被
爆
者－

〇
・
〇
三
グ
レ
イ
、
約
二
・
一
キ
ロ－

〇
・
〇
六
三
グ
レ

イ
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
九
名
の
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と

そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

二
〇
〇
九
年
一
月
の
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
鹿
児
島
地
裁
判
決
で
、
原
告
二
名
の
原
爆
症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
が
、
政
府
は
控
訴
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
二
名
の
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

二
〇
〇
九
年
五
月
の
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
大
阪
二
次
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
で
、
原
告
五
名
の
う
ち
四
名
の
原
爆

四



症
認
定
却
下
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
が
、
政
府
は
上
告
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て

の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
四
名
の
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ

の
際
の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

二
〇
〇
九
年
五
月
の
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
東
京
訴
訟
東
京
高
裁
判
決
で
、
原
告
十
名
の
う
ち
九
名
の
原
爆
症
認

定
却
下
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
が
、
政
府
は
上
告
し
な
か
っ
た
。
判
決
が
違
法
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
の
政

府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
敗
訴
後
、
九
名
の
原
告
を
原
爆
症
と
認
定
し
た
が
、
そ
の
際

の
疾
病
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

原
爆
に
つ
い
て

政
府
は
、
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
大
阪
裁
判
に
お
い
て
、
原
爆
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

「
広
島
・
長
崎
の
原
爆
と
も
、
上
空
で
爆
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
爆
の
核
分
裂
直
後
に
形
成
さ
れ
た
火
球
の
温
度
は
、

最
高
で
摂
氏
数
百
万
度
に
達
し
、
原
爆
の
爆
発
と
と
も
に
爆
発
点
に
数
十
万
気
圧
と
い
う
超
高
圧
が
作
ら
れ
、
周
り
の
空
気

が
大
膨
脹
し
て
爆
風
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
未
分
裂
の
核
物
質
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
気
化
（
蒸
発
）
し
、
放
射

性
降
下
物
と
し
て
爆
心
地
の
近
辺
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
原
爆
の
激
し
い
爆
風
で
大
気
中
に
拡
散
し
希
釈
さ
れ
て
流
れ

五



去
っ
て
お
り
、
発
生
し
た
放
射
性
降
下
物
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
」

（
�
）

「
未
分
裂
の
核
物
質
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
爆
風
で
拡
散
し
希
釈
さ
れ
流
れ
去
っ
た
」
と
す
る
学
説
に
つ
い
て
、

そ
の
論
者
と
そ
の
論
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
発
生
し
た
放
射
性
降
下
物
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
」
と
す
る
学
説
に
つ
い
て
、
そ
の
論
者
と
そ
の
論
拠
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
九
四
五
年
九
月
六
日
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
ー
レ
ル
准
将
が
、
東
京
で
の
記
者
会
見
で
、
「
広
島
・
長
崎
で
は
死

ぬ
べ
き
も
の
は
死
ん
で
し
ま
い
、
九
月
上
旬
現
在
原
爆
放
射
能
の
た
め
に
苦
し
ん
で
い
る
も
の
は
い
な
い
」
と
声
明

し
た
。
そ
の
声
明
の
根
拠
は
政
府
が
提
出
し
た
「
広
島
破
滅
の
報
告
（
放
射
能
に
関
し
て
）
」
に
あ
る
と
す
る
学
説

が
あ
る
。
政
府
は
同
報
告
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
声
明
を
正
し
い
と
判
断
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

間
違
い
と
判
断
す
る
の
か
、
科
学
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

被
曝
線
量
評
価
方
式
Ｄ
Ｓ
八
六
・
Ｄ
Ｓ
〇
二
の
正
当
性
に
つ
い
て

政
府
は
、
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
大
阪
裁
判
で
、
Ｄ
Ｓ
八
六
並
び
に
Ｄ
Ｓ
〇
二
の
正
当
性
に
つ
い
て
、
「
現
在
で
は
世
界

的
に
も
信
頼
さ
れ
る
放
射
線
防
護
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
り
、
各
国
も
こ
れ
を
前
提
と
し
て
放
射
線
の
有
効
利
用
を
し
て
い
る

六



が
、
そ
の
前
提
と
な
る
原
爆
の
被
曝
線
量
が
誤
っ
て
い
る
な
ど
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
」
と
主
張
し
た
。

し
か
し
、
政
府
が
敗
訴
を
受
け
入
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
各
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
も
Ｄ
Ｓ
八
六
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い

る
。政

府
は
裁
判
所
の
Ｄ
Ｓ
八
六
に
対
す
る
批
判
的
判
断
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

内
部
被
曝
に
つ
い
て

政
府
は
、
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
大
阪
裁
判
で
、
内
部
被
曝
に
つ
い
て
、
「
広
島
・
長
崎
の
原
爆
に
よ
る
放
射
性
降
下
物

及
び
残
留
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
量
は
極
め
て
低
く
、
こ
れ
ら
に
起
因
す
る
内
部
被
曝
の
影
響
の
程
度
も
無
視
し
う
る
程
度

の
線
量
で
あ
る
こ
と
は
、
実
測
値
等
に
よ
っ
て
客
観
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
」
と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
原
告
ら
の

「
低
線
量
内
部
被
曝
の
健
康
影
響
を
こ
と
さ
ら
に
過
大
視
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
今
日
の
放
射
線
学
の
常
識
に
明
ら
か

に
反
し
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。

（
�
）

政
府
は
、
上
記
訴
訟
で
の
内
部
被
曝
に
つ
い
て
の
主
張
が
「
今
日
の
放
射
線
学
の
常
識
」
で
あ
る
と
す
る
学
説
に

つ
い
て
、
そ
の
論
者
と
そ
の
学
説
が
正
当
で
あ
る
と
し
た
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

政
府
は
、
上
記
訴
訟
の
「
内
部
被
曝
に
よ
る
被
曝
線
量
の
推
定
値
」
の
項
で
、
概
略
、
「
Ｄ
Ｓ
八
六
開
発
時
に
、

七



放
射
性
降
下
物
の
最
も
多
く
堆
積
し
た
長
崎
・
西
山
地
区
の
住
民
に
対
す
る
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
か
ら
の
内
部
被
曝
線

量
を
推
定
し
、
四
〇
年
間
の
総
計
を
算
出
し
た
が
、
最
大
限
に
見
積
も
っ
た
と
し
て
も
極
微
量
で
あ
っ
た
」
な
ど
と

主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
沢
田
昭
二
・
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
は
、
「
第
二
回
原
爆
症
認
定
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討

会
」
で
、
「
西
山
地
区
住
民
の
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
は
、
環
境
か
ら
摂
取
し
た
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
か
ら
の
被
曝
量
で
あ

る
。
被
爆
後
二
十
四
年
も
経
て
か
ら
放
射
性
降
下
物
か
ら
取
り
込
ん
だ
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
が
測
定
で
き
る
は
ず
が
な

い
」
と
指
摘
し
た
。
沢
田
教
授
の
陳
述
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
�
）

政
府
は
、
上
記
訴
訟
の
「
内
部
被
曝
に
よ
る
被
曝
線
量
推
定
値
」
の
項
で
、
「
個
々
の
申
請
者
ご
と
の
内
部
被
曝

線
量
を
科
学
的
に
推
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
現
在
、
政
府
が
考
え
る
内
部
被
曝
線
量
を
算
出

す
る
科
学
的
方
法
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

政
府
は
、
上
記
訴
訟
の
「
内
部
被
曝
に
よ
る
被
曝
線
量
の
推
定
値
」
の
項
で
、
西
山
地
区
住
民
の
「
四
十
年
間
の

総
計
が
極
微
量
で
あ
り
、
自
然
放
射
線
に
よ
る
内
部
被
曝
線
量
年
間
二
・
四
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
に
も
満
た
な
い
た

八



め
、
認
定
審
査
で
考
慮
を
要
し
な
い
と
判
断
し
た
」
と
主
張
し
た
。
自
然
放
射
線
に
よ
る
内
部
被
曝
線
量
が
二
・
四

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
で
あ
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

政
府
は
、
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
大
阪
裁
判
で
、
ホ
ッ
ト
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
理
論
に
つ
い
て
、
「
国
際
放
射
線
防
護

委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
は
、
明
確
に
否
定
し
て
お
り
、
一
般
的
な
放
射
線
学
の
常
識
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
理
論

に
よ
る
人
体
影
響
の
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
主
張
し
た
。
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
が
明
確
に
否
定
し
て
い
る
」
と
す
る

具
体
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

政
府
は
、
上
記
ホ
ッ
ト
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
理
論
に
つ
い
て
、
「
実
際
の
人
体
影
響
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
そ
れ
を
実
証
す
る
知
見
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
た
。
大
阪
高
裁
判
決
を
受
け
入
れ
敗
訴
が
確
定
し
た
現
在

も
、
こ
の
主
張
は
正
し
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
も
し
正
し
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
科
学

的
な
知
見
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

政
府
が
、
長
崎
原
爆
松
谷
訴
訟
の
最
高
裁
判
決
の
後
も
、
「
内
部
被
曝
に
よ
る
影
響
を
格
別
考
慮
し
な
い
で
、
放

射
線
起
因
性
の
判
断
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
審
査
の
方
針
に
は
何
ら
不
合
理
な
点
は
な
い
」
と
主
張
し
続
け
て
、

内
部
被
曝
を
無
視
し
た
認
定
審
査
を
継
続
し
て
い
る
。
政
府
が
「
内
部
被
曝
を
無
視
す
る
こ
と
は
科
学
的
に
合
理
的

九



で
あ
る
」
と
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


